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私
は
、
平
成
八
年
六
月
十
八
日
提
出
質
問
第
三
二
号
に
お
い
て
、
老
齢
基
礎
年
金
受
給
権
者
の
現
況
届
に
必
要
な
受
給
権
者

の
生
存
を
確
認
す
る
証
明
書
の
簡
素
化
を
求
め
た
。
社
会
保
険
庁
は
、
本
年
一
月
よ
り
こ
れ
ま
で
毎
年
一
回
受
給
権
者
が
市
区

町
村
に
出
向
き
証
明
書
を
作
成
し
て
も
ら
う
方
法
か
ら
受
給
権
者
の
署
名
捺
印
で
生
存
を
確
認
す
る
方
法
へ
と
変
更
し
た
。
こ

れ
は
受
給
権
者
の
負
担
軽
減
、
行
政
事
務
の
効
率
化
を
は
か
る
立
場
か
ら
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
厚
生
年
金

基
金
、
国
民
年
金
基
金
受
給
権
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
市
区
町
村
で
い
わ
ゆ
る
生
存
確
認
証
明
書
を
作
成
し
て
も
ら
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

一 

厚
生
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
の
受
給
権
者
の
生
存
確
認
に
つ
い
て
も
署
名
捺
印
で
確
認
す
る
方
法
な
ど
に
変
更
し
、

受
給
権
者
の
負
担
を
軽
減
す
べ
き
と
考
え
る
が
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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